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ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
綱
要
」
に
お
け
る

国
家
の
理
念
と
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
批
判
　
（
一
）

ロ栢

一
衰
r

｛

生

は
　
し
　
が
　
き

一
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
・
家
観

二
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論

　
批
判

（
「
法
哲
学
綱
．
要
」
第
二
六
一
節
、
…
第
二
六
二
節
）
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
社
会
主
義
法
学
の
基
礎
理
論
を
い
か
に
構
築
し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
見
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
学
は
始
原
を

　
　
な
ん
に
求
む
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
反
省
す
る
と
き
、
マ
ル
ク
ス
の
国
家
と
法
に
か
ん
す
る
理
論
を
歴
史
的
に
追
求
す
る
こ
と
の
必
要

　
　
性
が
現
在
の
条
件
で
は
と
く
に
痛
感
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
か
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
哲
学
は
あ
ら
ゆ
る
学
間
と
真
理
の
中
心
点
で

　
　
　
（
一
）

　
　
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
哲
学
の
内
容
を
深
め
、
充
実
せ
し
め
る
た
め
の
研
究
と
の
関
連

説　
　
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
換
言
す
れ
ば
、
社
会
主
義
法
学
は
、
　
唯
物
論
的
法
哲
学
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

論　
　
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
科
学
的
共
産
主
義
の
理
論
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
を
つ
う
じ
て
、
関
連
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
批
判
的
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ジム、

ilH∬ 説

研
究
を
つ
う
じ
て
、
導
き
出
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
共
産
主
義
の
理
念
を
生
み
だ
し
た
こ

と
に
そ
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
こ
う
し
た
試
練
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
世
界
状
態
（
ぐ
『
⑦
山
け
N
償
ω
酔
m
口
α
）
の
理
念
を
こ
え
で
る
と
こ
ろ
の
理
念
を
生
み
だ
し
た
。
　
一
七
八
九
年
に
社
会
ク
ラ
ブ
（
。
霞
巳
。
ω
o
。
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

巴
Φ
）
　
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
途
上
で
ル
ク
レ
ー
ル
と
ル
ー
を
そ
の
お
も
な
代
表
者
と
し
、
つ
い
に
バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
に
よ
っ
て
一
時
敗
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
た
革
命
的
運
動
は
、
共
産
主
義
理
念
　
（
吋
O
ヨ
ヨ
β
鵠
一
ω
酔
一
ω
O
ゴ
①
　
一
望
①
O
）
　
を
生
み
だ
し
た
。
　
こ
の
理
念
を
バ
ブ
ー
フ
の
友
入
ブ
オ
ナ
ロ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ツ
テ
イ
が
、
一
八
三
〇
年
の
革
命
の
の
ち
、
ふ
た
た
び
フ
ラ
ン
ス
に
ひ
き
い
れ
た
。
こ
の
理
念
は
、
首
尾
一
貫
し
た
し
あ
げ
を
く
わ
え
れ
ば
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
二
）

新
し
い
世
界
状
態
の
理
念
で
あ
る
。
」

　
こ
の
研
究
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
批
判
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
し
て
自
己
の
唯
物
論
的
世
界
観
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
っ
た
か

と
い
う
こ
と
の
歴
史
的
追
跡
の
第
一
部
を
な
す
も
の
で
、
国
家
の
本
質
、
と
く
に
市
民
社
会
と
国
家
に
か
ん
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
と
こ

れ
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
精
緻
な
る
批
判
的
分
析
と
を
対
照
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
稿
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
憲
法
論
と
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
批
判
を
検
討
す
る
。

　
　
（
一
）
Q
o
閤
8
3
9
門
℃
三
品
目
ε
げ
一
9
一
．
（
国
。
σ
q
①
一
寸
ヨ
芸
9
①
ミ
。
美
①
・
。
。
・
〈
§
国
・
9
0
畠
耳
翼
●
）
ω
・
ω
N
・

　
　
（
二
）
寓
9
。
×
一
国
旨
α
q
Φ
一
ω
類
①
美
①
・
卜
。
．
む
り
●
旨
Φ
．
（
「
聖
家
族
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
論
理
に
お
い
て
は
、
客
観
精
神
の
完
成
と
し
て
の
人
倫
態
（
ω
ぱ
島
。
ず
評
①
津
）
は
、
　
そ
れ
の
直
接
態
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

家
族
、
な
ら
び
に
毒
草
的
理
念
の
分
裂
態
、
し
か
し
そ
れ
の
現
象
界
た
る
市
民
社
会
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
の
真
実
態
。
現
実
態
た
る
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
ま
で
自
己
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
体
現
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
性
で
あ
る
。
一
す
な
わ
ち
、
は
っ
き
り
と
姿
を
現
わ
し
、
お
の
れ
自
身
に
と
っ
て
お
の
れ
の
真
実
の
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ヘーゲル「法哲学綱要」における国家の理念とマルクスによる批判　（柳）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

姿
が
見
紛
う
べ
く
も
な
く
明
ら
か
と
な
っ
た
、
実
体
的
意
志
と
し
て
の
人
倫
的
精
神
で
あ
る
。
」

　
国
家
は
、
人
倫
的
理
念
の
自
己
発
展
の
完
結
で
あ
る
か
ら
、
揚
棄
さ
れ
た
形
態
た
る
家
族
と
市
民
社
会
の
原
理
、
す
な
わ
ち
統
一
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

理
と
知
性
・
自
発
性
的
意
志
の
原
理
と
を
自
己
内
に
統
合
す
る
。
「
国
家
は
、
自
覚
的
な
人
倫
的
実
体
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
家
族
の
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

と
市
民
社
会
の
原
理
と
の
結
合
で
あ
る
。
」
普
遍
と
特
殊
の
実
体
的
統
一
は
国
家
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
は
、
絶

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
的
に
理
性
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
、
と
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
　
　
「
国
家
は
、
即
自
的
・
向
自
的
に
理
性
的
な
も
の
で
あ

　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

る
。
」
そ
れ
は
、
　
「
無
限
に
し
て
、
理
性
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
国
家
の
目
的
は
、
普
遍
的
利
益
そ
れ
自
体
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

そ
し
て
、
　
特
殊
的
利
益
を
そ
れ
の
実
体
で
あ
る
こ
の
普
遍
的
利
益
の
な
か
で
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
国
家
は
、
　
「
即
自
的
か
つ
向
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

的
に
存
在
し
て
い
る
普
遍
的
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
　
「
普
遍
的
な
国
家
的
利
益
」
を
維
持
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
の
本
質
を
客
観
精
神
（
実
体
的
意
志
）
と
し
て
神
秘
化
し
、
国
家
に
お
い
て
の
み
自
由
が
実
現
す
る
と
み
る
。

　
「
即
自
的
か
つ
向
自
的
な
国
家
は
、
人
倫
的
全
体
で
あ
り
、
自
由
の
実
現
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
こ
そ
、
理
性
の
絶
対
的
目
的
で
あ
る
。
国
家
は
、
人
間
世
界
の
う
ち
に
存
立
し
、
そ
の
な
か
で
意
識
を
も
っ
て
お
の
れ
を
実
現
す
る

精
神
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
然
の
う
ち
で
は
精
神
は
、
お
の
れ
を
た
だ
お
の
れ
の
他
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
眠
れ
る
精
神
と
し
て
現
実
化

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
は
、
意
識
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
み
、
お
の
れ
自
身
を
現
実
に
存
在
す
る
対
象
と
し
て
知
る

も
の
と
し
て
の
み
、
　
国
家
な
の
で
あ
る
。
　
…
…
…
…
国
家
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
世
界
に
お
け
る
神
の
歩
み
な
の
で
あ
り
、

国
家
の
根
拠
は
お
の
れ
を
意
志
と
し
て
現
実
化
す
る
理
性
の
権
力
で
あ
る
。
　
国
家
の
理
念
と
い
う
と
き
、
　
特
殊
な
国
家
や
特
殊
な
制
度

を
念
頭
に
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
　
む
し
ろ
理
念
を
、
す
な
わ
ち
、
　
こ
の
現
実
的
な
神
を
、
そ
れ
自
身
と
し
て
熟
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

瞭・．

v
　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
に
普
遍
の
実
現
を
み
て
、
　
国
家
に
絶
対
的
な
意
義
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
存
在
理
由
を
他
者
で
な
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論説

く
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
描
定
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
は
、
国
家
存
立
の
根
拠
を
個
人
（
市
民
）
の
自
然
権
（
自
由
、
所
有
、
安
全
）
の

保
障
に
お
く
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
国
家
観
か
ら
意
識
的
に
自
己
を
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
国
家
が
市
民
社
会
と
混
同
さ
れ
、
国
家
の
使
命
が
所
有
と
人
格
的
自
由
と
の
安
全
と
保
護
に
あ
る
と
措
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
個
々
人
自

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

身
の
利
害
が
個
々
入
の
統
一
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
ま
た
、
国
家
の
成
員
で
あ
る
こ
と
は
な
に
か
任

意
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
。

　
し
か
し
、
国
家
の
個
人
に
対
す
る
関
係
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
客
観
的
精
神
で
あ
る
か
ら
、
潮
入
自
身
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

客
観
・
性
、
真
理
性
、
倫
理
性
を
も
つ
の
は
、
彼
が
国
家
の
一
員
で
あ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
人
倫
的
理
念
が
国
家
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
か
ら
、
国
家
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
真
実
の
自
由
と
は
揚
棄
さ
れ
た
必
然
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
　
国
家
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

「
具
体
的
自
由
の
実
現
」
と
規
定
さ
れ
る
。
国
家
は
主
体
に
転
化
さ
れ
、
個
人
が
客
体
と
な
る
。
個
人
は
、
国
家
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

て
の
み
、
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
個
人
の
最
高
の
義
務
は
国
家
の
成
員
た
る
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
大
革

命
に
お
け
る
国
家
の
理
念
は
こ
れ
と
こ
と
な
り
、
市
民
社
会
を
構
成
す
る
個
人
（
市
民
）
が
主
体
と
み
ら
れ
、
国
家
は
こ
れ
に
依
存
し
、

奉
仕
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
存
立
す
る
、
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
二
、
　
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
は
、
個
人
（
市
民
）
の
自
然
権
に
主
体
的
意
義
を
認
め
、
国
家
の
使
命
を
こ
の
自
然
権
の
保
障
に
お
い

て
い
る
。
個
人
が
主
体
化
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
規
定
す
れ
ば
、
国
家
は
旧
制
度
か
ら
の
個
人
の
解
放
を
、
旧
制
度
の
も
と
に
抑
圧
さ

れ
た
万
人
の
自
由
と
力
と
精
神
の
解
放
を
、
担
保
す
る
た
め
に
の
み
、
設
立
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
市
民
革
命
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命

　
ヘ
　
　
へ

の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
市
民
に
は
国
家
に
対
す
る
「
圧
制
へ
の
抵
抗
権
」
　
（
第
二
条
）
が
保
持
さ
れ
る
。
国
民
主
権
の
原
則
は

こ
の
意
味
に
お
い
て
措
定
さ
れ
（
第
三
条
）
、
国
民
の
総
意
（
＜
o
δ
一
幕
σ
q
9
騨
巴
①
）
た
る
主
権
的
意
志
の
表
明
に
法
律
の
意
義
が
み
ら 35　（3　・28）　298
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れ
て
い
る
。
　
（
第
六
条
）

　
一
七
九
三
年
ジ
ヤ
コ
バ
ン
人
権
宣
言
に
内
在
す
る
国
家
理
念
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
比
し
著
し
い
民
主
主
義
的
前
進
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
入
権
宣
言
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
過
程
に
お
い
て
す
で
に
発
生
し
展
開
し
は
じ
め
た
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
内
的
矛
盾

　
ヘ
　
　
へ

の
自
覚
の
も
と
に
、
市
民
社
会
に
生
存
す
る
個
々
人
の
保
障
に
国
家
存
立
の
意
義
を
認
め
た
。
ジ
ヤ
コ
バ
ン
の
指
導
者
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル

は
、
彼
の
「
人
権
宣
言
草
案
」
の
な
か
で
、
主
要
な
る
人
権
の
う
ち
か
ら
、
資
本
主
義
的
矛
盾
の
源
泉
を
な
す
私
的
所
有
の
認
証
と
し
て

　
　
　
　
　
　
（
＝
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

の
所
有
権
を
排
除
し
、
し
か
も
、
す
べ
て
の
国
々
の
人
民
は
同
胞
で
あ
る
、
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
も
っ
て
、
生

存
権
を
第
一
位
の
人
権
と
し
て
措
定
し
た
。
・
す
な
わ
ち
、
　
「
主
要
な
る
人
権
と
は
、
人
間
の
生
存
に
備
え
る
権
利
と
自
由
と
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
（
一
五
）

（
第
二
条
）
一
七
九
三
年
六
月
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
新
憲
法
の
前
文
と
し
て
採
択
さ
れ
た
人
権
宣
言
は
、
し
か
し
、
生
存
権
の
優
位
と
こ
れ

に
た
い
す
る
所
有
権
の
従
属
に
か
ん
す
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
草
案
の
も
っ
と
も
基
本
的
部
分
を
採
用
し
な
か
っ
た
が
、
　
「
社
会
の
目
的

は
共
同
の
幸
福
で
あ
る
」
　
（
第
一
条
）
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
生
存
権
の
理
念
を
僅
か
に
表
明
し
た
。
そ
し
て
、
　
「
政
府
は
、
人
に
そ
の

自
然
で
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
権
利
の
享
有
を
保
障
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
」
　
（
第
一
条
）
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
使

命
を
個
人
の
自
然
権
の
保
障
に
お
く
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
所
有
権
を
再
び
自
然
権
に
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
賃
労
働
に
つ

い
て
、
　
「
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
奉
仕
（
の
Φ
円
く
一
〇
Φ
）
、
　
そ
の
時
間
　
（
8
ヨ
喝
ω
）
　
（
の
拘
束
）
　
を
契
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
（
第

一
八
条
）
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
秩
序
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
市
民
社
会
の
内
的

　
　
　
ヘ
　
　
へ

矛
盾
の
自
覚
を
表
現
し
、
そ
の
点
に
か
ん
し
て
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
草
案
に
し
た
が
っ
て
、
労
働
の
権
利
・
労
働
不
能
者
に
た
い
す
る
公

共
救
助
の
全
社
会
的
責
務
（
第
二
一
条
）
、
す
べ
て
の
市
民
に
お
け
る
教
育
の
権
利
（
第
二
二
条
）
、
を
提
起
す
る
。
国
家
の
圧
制
に
た
い

す
る
人
民
の
抵
抗
権
は
、
叛
乱
権
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
（
第
三
三
条
－
三
五
条
）
そ
し
て
こ
う
し
た
内
容
を
も
っ
て
、
一
七
九
三

年
憲
法
は
、
平
等
を
第
一
位
の
人
権
と
し
（
第
二
条
）
、
主
権
を
市
民
の
総
体
と
し
て
の
人
民
（
面
謝
覧
Φ
）
に
措
定
す
る
（
二
五
条
）
、
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説

共
和
制
の
理
念
を
表
明
す
る
（
憲
法
、
第
一
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ハ
　

　
三
、
ピ
オ
ン
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
に
お
い
て
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
影
響
の
も
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

彼
の
学
問
と
思
想
を
発
展
せ
し
め
た
。
彼
は
、
　
「
法
哲
学
綱
要
」
の
な
か
で
、
生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
資
本
制
生
産
の
契
機
を
な
す
賃
労
働

の
問
題
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
私
の
特
別
な
、
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
熟
練
と
、
活
動
の
も
ろ
も
ろ
の
可
能
性
と
に
つ
い
て
、
私
は
個
々
の
諸
生
産

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
、
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
使
用
と
を
、
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
制
限
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
私

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
総
体
性
と
普
遍
性
に
た
い
す
る
一
つ
の
外
面
的
な
関
係
を
保
持
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
そ
う
で
は
な
く
て
も
し
も
私
が
、
労
働
を
通
じ
て
具
体
的
な
私
の
全
時
間
と
私
の
生
産
の
総
体
を
外
に
譲
渡
す
る
と
し
た
ら
、
私
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

れ
ら
の
も
の
の
実
体
的
な
も
の
、
私
の
普
遍
的
な
活
動
と
現
実
性
、
私
の
入
格
性
を
、
他
人
の
所
有
た
ら
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、
労
働
力
（
肉
体
的
・
精
神
的
能
力
）
の
譲
渡
・
労
働
力
の
販
買
が
、
労
働
力
に
対
す
る
所
有
・
入
格
性
の
保
持

と
矛
盾
し
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
労
働
力
の
恒
常
的
，
譲
渡
に
よ
る
人
格
性
の
喪
失
。
奴
隷
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
賃
労
働
に
か
ん
す
る
彼
の
規
定
、
　
「
資
本
論
」
第
四
章
第
三
節
に
お
い
て
、
へ
ー
グ
ル
の
こ
の
命
題
を
引
証
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
欲
望
の
体
系
」
と
し
て
の
市
民
社
会
を
考
察
し
つ
つ
、
そ
の
現
実
的
な
内
的
矛
盾
を
鋭
く
指
摘
す
る
。

「
市
民
社
会
は
こ
う
し
た
対
立
的
諸
関
係
と
そ
の
繋
れ
合
い
に
お
い
て
、
放
斜
な
享
楽
と
悲
惨
な
貧
困
と
の
光
景
を
示
す
と
と
も
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

の
い
つ
れ
に
も
共
通
な
肉
体
的
か
つ
倫
理
的
な
頽
廃
の
光
景
を
示
す
。
」
そ
し
て
、
彼
の
慧
眼
は
、
資
本
主
義
選
分
業
の
発
展
が
一
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

は
富
の
蓄
積
と
小
数
へ
の
集
中
、
他
方
で
は
こ
の
富
か
ら
疎
外
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
貧
困
の
発
生
、
と
い
う
相
互
に
矛
盾
す
る
二

つ
の
局
面
を
創
出
す
る
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
正
し
く
も
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
を
通
じ
て
人
間
の
連
関
が
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
ら
の
欲
求
を
満
た
す
手
段
を
作
製
調
達
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
方
法
が
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
の
蓄
積
が
増
大
す
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
二
重
の
普
遍
性
か
ら
最
大
の
利
得
が
得
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
で
あ
る
。
一
し
か
し
こ
れ
は
一
面
で
あ
る
。
他
面
で
は
、
特
殊
的
労
働
の
個
別
化
と
限
定
化
と
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

関
連
し
て
こ
の
労
働
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
階
級
の
隷
属
と
窮
乏
と
が
増
大
し
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
こ
の
階
級
は
、
そ
の
他
の
も
ろ
も
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

の
能
力
、
と
く
に
市
民
社
会
の
精
神
的
な
便
益
を
、
感
受
し
享
受
す
る
能
力
を
失
う
。
」
こ
こ
に
は
、
労
働
の
疎
外
の
思
想
が
た
だ
萌
芽

的
に
み
ら
れ
る
。
労
働
の
搾
取
の
観
念
は
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
。

　
市
民
社
会
の
本
質
に
か
ん
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
鋭
い
洞
察
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
国
家
観
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
そ
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
も
著
し
い
後
退
を
示
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
国
家
理
念
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
市
民
（
私
人
と
し
て
の
個
人
）

　
　
　
　
　
（
二
二
）

が
主
体
と
な
り
、
こ
の
主
体
の
意
志
に
照
応
し
て
の
み
、
国
家
の
理
性
は
定
着
し
、
実
現
す
る
。
し
か
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
家
は
市
民
社
会
の
う
え
に
た
つ
権
威
で
あ
り
、
国
家
の
理
性
は
即
自
的
に
自
己
の
実
体
的
意
志
（
ω
β
び
ω
け
鋤
”
け
一
⑦
一
一
①
ぐ
『
一
＝
①
）
　
に
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

づ
き
、
他
者
に
か
か
わ
る
こ
と
な
き
、
自
己
原
因
で
あ
る
。
だ
が
、
国
家
の
理
念
の
普
遍
性
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
実
体
的
意
志
が
人
格
に
お
け

る
意
志
の
個
別
性
・
特
殊
性
と
統
一
さ
れ
る
と
き
に
、
実
現
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
見
解
を
近
代
国
家
（
留
『
ヨ
。
α
①
ヨ
①
ω
δ
讐
）

に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
現
わ
し
て
い
る
。

　
「
近
代
に
お
け
る
国
家
の
理
念
の
特
色
は
、
国
家
を
主
観
的
意
向
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
て
、
意
志
の
概
念
に
、
す
な
わ
ち
意
志
の
普

遍
性
と
神
性
（
O
α
暮
＝
o
げ
犀
①
搾
）
に
も
と
つ
く
自
由
の
実
現
態
（
，
≦
ヰ
匹
8
ゴ
吋
①
ぱ
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
不
完
全
な
国
家
と
は
、
国

家
の
理
念
が
ま
だ
お
お
い
隠
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
理
念
の
特
殊
的
諸
規
定
が
自
由
な
自
主
性
に
達
し
て
い
な
い
国
家
の
こ
と
で
あ
る
。
古
典

的
古
代
の
諸
国
家
で
は
、
た
し
か
に
普
遍
性
は
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
　
し
か
し
〔
個
人
的
〕
特
殊
性
（
勺
胃
謡
犀
巳
舘
論
士
）
は
ま
だ
解

き
放
た
れ
て
自
由
に
さ
れ
て
は
い
ず
、
し
た
が
っ
て
普
遍
性
へ
、
す
な
わ
ち
全
体
の
普
遍
的
目
的
へ
連
れ
戻
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
近

代
国
家
の
本
質
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
、
特
殊
性
の
完
全
な
自
由
と
諸
個
人
の
幸
福
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
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説

う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
家
族
と
市
民
社
会
と
の
利
益
が
国
家
へ
総
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
目
的
の
並
旧
遍
性
は
、

お
の
れ
の
権
利
を
保
持
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
こ
ろ
の
特
殊
性
自
身
の
知
と
意
志
の
は
た
ら
き
を
ぬ
き
に
し
て
は
前
進
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
に
あ
る
。
だ
か
ら
普
遍
的
な
も
の
は
実
証
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
主
体
性
も
完
全
か
つ

活
発
に
発
展
さ
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
両
契
機
が
力
強
く
存
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
は
分
節
さ
れ
て
い
る
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

も
に
真
に
組
織
さ
れ
た
国
家
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
理
性
的
な
も
の
の
本
質
を
、
「
ま
こ
と
に
特
殊
的
利
益
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

ま
し
て
抑
圧
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
と
一
致
さ
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
、
普
遍
の

特
殊
・
個
別
と
の
統
一
に
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
抽
象
的
に
考
察
す
れ
ば
、
総
じ
て
普
遍
性
と
個

別
性
と
が
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
て
統
一
（
田
昌
ず
①
諜
）
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
家
に
即
し
て
具
体
的
に
い
え
ば
、
内
容
の
上
で

は
客
観
的
自
由
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
実
体
的
意
志
と
、
主
観
的
自
由
、
す
な
わ
ち
個
人
的
な
知
な
ら
び
に
特
殊
立
身
目
的
を
求
め
る
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）

的
意
志
と
が
統
一
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
近
代
国
家
の
本
質
に
か
ん
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
か
る
規
定
に
つ
い
て
、
マ
ル
タ
ー
ゼ
は
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
、
自
由
な
個
入
の
名
に
お
い
て
、
ま
た
、
か
れ
の
真
の
利
益
の
た
め
に
、
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

…
こ
の
国
家
の
根
本
原
理
は
、
個
人
の
完
全
な
発
展
で
あ
る
。
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
国
家
の
本
質
を
な
す
普
遍
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

志
（
実
体
的
意
志
）
が
自
立
的
な
、
規
定
的
な
主
体
と
み
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
個
別
意
志
（
特
殊
意
志
）
は
普
遍
意
志
の
実
現
過
程
に

　
　
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
）

お
け
る
統
一
の
契
機
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
普
遍
意
志
と
個
別
意
志
（
特
殊
意
志
）
と
は
国
家
に
お
い
て
は
融
合
し
、

対
立
な
き
統
一
を
示
す
。
国
家
の
任
務
は
個
人
の
福
祉
に
お
か
れ
、
ま
た
個
人
は
国
家
に
お
い
て
普
遍
を
自
覚
す
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
大
革
命
に
み
ら
れ
る
「
圧
制
に
た
い
す
る
抵
抗
」
権
が
提
起
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
歴
史
的
に
み
て
、
反
動
的
と
ま
で
は
規
定
さ
れ
え
な
い
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
民
主
主
義
的
国
家
理
念
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
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ヘーゲル「法哲学綱要」における国家の理念とマルクスによる批判（柳）

い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
へ
！
ゲ
ル
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
ま
た
ル
ソ
ー
の
国
家
観
と
対
決
す
る
。

　
ル
ソ
ー
は
、
社
会
に
お
け
る
人
々
の
生
存
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
社
会
は
、
自
由
・
平
等
の
個
人
と
そ
の
自
己
保
存
を
離

れ
て
は
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
、
　
「
人
間
は
自
由
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
、
し
か
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な

　
　
　
　
（
二
八
）

が
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
か
か
る
前
提
に
た
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
個
々
人
の
生
存
の
確
保
の
途
を
社
会
契
約
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

求
め
た
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
に
お
い
て
個
々
人
の
国
家
共
同
体
へ
の
，
結
合
を
媒
介
す
る
一
般
意
志
（
＜
o
δ
三
ひ
σ
q
9
爾
巴
。
）

は
、
　
た
ん
に
個
々
人
の
個
別
意
志
の
合
一
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
み
て
い
る
。
一
般
意
志

は
、
彼
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
特
殊
意
志
（
〈
o
一
8
審
”
震
二
〇
巳
δ
『
①
）
の
総
和
と
し
て
の
全
体
意
志
（
〈
o
一
〇
口
↓
Φ
山
Φ
8
百
ω
）
と
は
区
別
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
）

る
。
前
者
は
公
の
利
益
（
書
筐
蕃
b
ロ
び
嵩
ρ
¢
Φ
）
を
、
后
者
は
私
の
利
益
（
旧
幕
冨
叶
b
ユ
＜
Φ
）
を
め
ざ
す
。
し
か
し
、
一
般
意
志
は
、
個
々
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
自
由
な
個
別
意
志
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
土
工
同
の
統
一
的
意
志
と
い
う
成
果
を
う
る
と
き
に
は
じ
め
て
現
実
的
と
な
る
。
　
一
般
意
志

は
、
個
別
意
志
を
離
れ
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
実
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
合
意
の
媒
介
の
も
と
に
、
個
別
意
志
が
転
化
し
た
と
こ
ろ

の
、
真
正
な
、
普
遍
的
な
、
一
つ
の
統
一
的
な
意
志
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
お
け
る
一
般
意
志
の
性
格
は
こ
の
よ
う
に
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ル
ソ
ー
の
理
論
に
た
い
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ー
」
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　
「
上
に
述
べ
た
単
な
る
共
通
性
（
一
）
一
〇
ω
ω
　
（
甲
①
旨
P
①
一
P
ω
O
ゴ
p
ρ
（
け
一
一
〇
ゴ
①
ω
）
と
真
の
普
遍
性
（
≦
⇔
げ
｝
⇔
津
≧
置
。
§
虫
コ
①
ω
）
と
の
相
違
は
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ル
ソ
ー
の
有
名
な
社
会
契
約
（
o
o
葺
『
舞
ω
o
o
凶
巴
）
　
の
う
ち
に
見
事
に
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
、
国
家
の
法
律
は
一
般
意

志
（
巴
一
σ
q
Φ
ヨ
①
ぎ
。
ミ
…
ρ
＜
。
一
〇
昌
↓
Φ
σ
q
Φ
昌
爾
巴
。
）
　
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
い
．
っ
て
決
し
て
万
人
⑭
意
志
（
ミ
籠
Φ

≧
冨
ご
く
9
8
↓
ひ
α
Φ
8
＝
ω
）
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
と
言
っ
て
い
る
。
も
し
ル
ソ
ー
が
常
に
こ
の
区
別
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
ら
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
）

れ
は
国
家
論
に
か
ん
し
て
も
っ
と
深
い
業
績
を
成
就
し
た
で
あ
ろ
う
。
」

　
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
法
哲
学
綱
要
」
の
な
か
で
は
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
一
般
意
志
が
真
に
普
遍
的
な
意
志
と
し
て
把
え
ら
れ
て
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説

い
な
い
、
と
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
哲
学
的
考
察
が
問
題
と
す
る
の
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
も
の
の
内
部
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
思
惟
さ
れ
た
概
念
だ
け
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
概
念
を
探
し
出
す
と
い
う
点
で
、
ル
ソ
ー
に
は
、
た
ん
に
形
式
上
思
想
で
あ
る
原
理
（
た
と
え
ば
社
会
衝
動
と
か
神
権
的
権
威
と
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
よ
う
な
も
の
）
で
は
な
く
、
形
式
上
だ
け
で
は
な
く
内
容
上
も
思
想
で
あ
り
、
し
か
も
思
惟
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
原
理
、
す
な

　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
・

わ
ち
意
志
を
、
国
家
の
原
理
と
し
て
立
て
た
と
い
う
功
績
が
あ
る
。
だ
が
彼
は
、
意
志
を
た
だ
個
別
的
意
志
と
い
う
特
定
の
形
式
に
お
い

て
捉
え
た
だ
け
で
あ
り
〔
の
ち
に
フ
ィ
ヒ
テ
も
そ
う
し
た
よ
う
に
〕
、
そ
し
て
一
般
意
志
を
、
意
志
の
即
自
且
つ
対
自
的
に
理
性
的
な
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
で
は
な
く
、
た
だ
意
識
さ
れ
た
意
志
と
し
て
の
こ
の
個
別
的
意
志
か
ら
出
て
く
る
土
州
同
的
な
も
の
（
富
ω
O
①
§
①
ぎ
ω
。
ゴ
g
・
h
葭
。
ゲ
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
把
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
国
家
に
お
け
る
個
々
人
の
統
一
は
契
約
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
個
々
人
の
悠
意
や
意
見
や
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
＝
）

意
の
明
白
な
同
意
を
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
ル
ソ
ー
は
、
　
「
一
般
意
志
は
、
つ
ね
に
正
し
く
（
臼
。
津
Φ
）
、
　
つ
ね
に
受
け
の
利
益
　
　
（
一
、
暮
ま
8

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
、
　
、
　
、

娼
煽
げ
嵩
ρ
藍
①
）
　
を
め
ざ
す
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
　
一
般
意
志
を
特
殊
意
志
の
総
和
と
し
て
の
共
通
性
か
ら
区
別
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
普
遍
意
志

と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
上
述
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ー
に
お
け
る
解
釈
の
方

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
国
家
を
自
立
的
な
普
遍
的
実
在
と
み
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ル
ソ
ー
の
国
家
契
約
説
に
た
い
し
て
も
否
定
的
な

態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
「
人
間
の
理
性
的
な
規
定
は
、
国
家
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
ど
ん
な
国
家
も
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、

国
家
を
創
設
せ
ん
と
す
る
理
性
の
要
求
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
ひ
と
が
国
家
に
入
る
と
か
、
国
家
を
去
る
と
か
に
た
い
し

て
許
可
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
入
る
と
か
国
家
を
去
る
と
か
は
個
々
人
の
恣
意
輩
よ
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
国
家
は
、
順
位
を
前
提
と
す
る
契
約
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
国
家
を
創
設
す
る
こ
と
は
万
人
の
恣
意
に
も
と
つ
く
と
い
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う
よ
う
に
言
う
の
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
か
え
っ
て
む
し
ろ
、
な
ん
び
と
に
と
っ
て
も
、
彼
が
国
家
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
）

対
的
に
必
然
な
の
で
あ
る
。
」

　
国
家
の
創
設
を
入
間
理
性
の
必
然
と
み
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
生
存
の
必
然
性
か
ら
出
発
し
た
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
を
理
解
す
る

に
い
た
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
末
完
成
の
膨
大
な
手
稿
　
「
へ
ー
グ
ル
法
哲
学
の
批
判
か
ら
」
　
（
艶
諺
α
治
国
円
三
審
山
Φ
【
＝
Φ
伽
q
Φ
一
ω
9
Φ
口
涛
①
。
げ
↑

　
ω
b
三
一
〇
ω
o
b
三
Φ
）
は
、
彼
が
観
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
移
行
す
る
過
程
に
お
け
る
重
要
な
労
作
で
あ
っ
て
、
　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
学
批
判
」

（
国
葺
断
口
Φ
ω
類
①
σ
Q
Φ
一
ω
o
げ
Φ
昌
ω
富
響
興
①
o
耳
ω
）
と
題
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
綱
要
」
　
（
O
歪
口
置
貯
一
Φ
昌
α
母

勺
三
ざ
ω
8
三
〇
畠
Φ
ω
閑
Φ
6
算
。
・
．
訂
ω
σ
q
・
〈
o
昌
国
α
・
O
同
宗
ω
」
・
》
ロ
h
一
・
じ
d
Φ
噌
一
一
P
H
Q
。
ω
c
。
．
）
第
二
六
一
節
か
ら
第
三
＝
二
節
ま
で
の
批
判
的
分

折
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
家
族
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
相
互
関
係
を
規
定
し
た
第
二
六
一
節
、
第
二
六
二
節
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

思
想
と
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
批
判
的
検
討
、
並
に
マ
ル
ク
ス
み
つ
か
ら
の
新
し
い
理
論
の
形
成
の
端
初
と
に
限
っ
て
叙
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
一
　
前
述
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
家
族
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
連
性
を
人
倫
的
理
念
の
内
的
な
自
己
展
開
に
お
い
て
把
握
し

こ
の
理
念
の
実
現
態
と
し
て
の
国
家
と
こ
の
理
念
の
有
限
的
形
態
と
し
て
の
家
族
、
市
民
社
会
と
の
相
互
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
述
し

て
い
る
。

　
「
私
法
（
℃
H
ぞ
。
霞
o
o
ゴ
↓
）
と
私
的
福
祉
（
℃
漉
く
。
↓
≦
〇
三
）
の
領
域
、
家
族
と
市
民
社
会
の
領
域
に
た
い
し
て
、
国
家
は
、
　
一
方
で
は

ヘ
　
　
へ

外
的
必
然
性
（
曾
ω
。
。
o
島
。
ゴ
①
2
0
薯
Φ
昌
巳
。
冥
鉱
什
）
で
あ
り
、
よ
り
高
次
の
力
（
げ
α
ず
。
【
Φ
冨
ロ
。
窪
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
法

律
な
ら
び
に
利
害
関
係
は
、
こ
の
力
の
本
性
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
国
家
は
、
そ
れ
ら
の
領
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論　説

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

域
の
内
在
的
目
的
（
一
ヨ
H
口
鋤
昌
①
切
什
①
『
　
N
≦
①
O
吋
）
で
あ
り
、
国
家
の
強
み
（
ω
↓
貯
屏
Φ
）
は
、
　
そ
の
普
遍
的
な
究
極
目
的
と
諸
個
人
の
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
利
害
関
係
と
の
統
一
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
諸
個
人
は
権
利
を
も
つ
か
ぎ
り
同
時
に
国
家
に
対
し
て
義
務
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
三
四
）

の
う
ち
に
、
存
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
節
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
正
し
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
こ
の
節
は
、
具
体
的
な
自
由
と
は
、
　
（
家
族
や
市
民
社
会
の
）
特
殊
利
益
（
Q
D
o
巳
Φ
ユ
算
雲
Φ
ω
ω
Φ
）
と
（
国
家
の
）
普
遍
的
利
益
と

（
≧
一
σ
q
①
ヨ
Φ
ぎ
①
ぎ
富
円
Φ
ω
ω
⑦
）
　
と
の
同
一
性
（
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
二
分
し
て
い
る
同
一
性
）
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ

　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

わ
れ
に
数
え
て
い
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
規
定
を
詳
し
く
分
析
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
一
方
で
は
、
国
家
は
、
家
族
と
市
民
社
会
の
領
域
に
た
い
し
て
一
つ
の
『
外
的
必
然
性
』
、
　
一
つ
の
力
で
あ
り
、
　
こ
れ
に
よ
っ
て

（
市
民
社
会
の
1
訳
者
）
　
『
法
律
』
　
（
O
o
ω
①
言
）
と
『
利
害
関
係
』
　
（
冒
告
口
。
ω
ω
o
）
は
国
家
に
『
従
属
さ
せ
ら
れ
、
依
存
し
て
』
い
る

　
　
　
　
（
三
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
外
的
必
然
性
」
の
意
味
を
、
内
的
依
存
性
と
の
関
連
性
に
お
い
て
解

釈
す
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、
　
（
二
六
一
節
第
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
1
訳
者
）
私
法
等
々
の
国
家
へ
の
内
的
依

存
性
、
あ
る
い
は
、
私
法
等
々
が
国
家
に
よ
っ
て
本
質
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

彼
は
、
こ
の
依
存
性
を
「
外
的
必
然
性
」
の
関
係
の
も
と
に
包
摂
し
、
そ
れ
を
、
家
族
と
市
民
社
会
が
そ
れ
ら
の
「
内
在
的
目
的
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
）

て
の
国
家
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
他
の
関
係
に
、
別
の
側
面
と
し
て
対
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
「
外
的
必
然
性
」
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
『
外
的
必
然
性
』
と
は
た
だ
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
家
族
や
社
会
の
『
法
律
』
や
『
利
害
関
係
』
は
、
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衝
突
す
る
場
合
に
は
、
国
家
の
『
法
律
』
や
『
利
害
関
係
』
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
従
属
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
現
存
は

国
家
の
現
存
に
依
存
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
国
家
の
意
志
や
国
家
の
法
律
は
、
家
族
や
市
民
社
会
の
『
意
志
』
や
『
法
律
』
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
一

い
し
て
は
一
つ
の
必
然
性
と
し
て
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
！
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
外
的
必
然
性
」
の
関
係
の
本
質
を
鋭
く
追
究
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
だ
が
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
経
験
的
な
衝
突
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
『
私
法
や
私
的
福
祉
の
領
域
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
た
家
族
や
市
民
社
会
の
領
域
』
の
国
家
に
た
い
す
る
関
係
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
本
質
的
な
関
係
そ
の

も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
家
族
や
市
民
社
会
の
『
利
害
関
係
』
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
『
法
律
』
そ
れ
ら
の
『
本
質
的
な
規
定
』
も
ま

た
、
国
家
に
『
依
存
し
て
』
お
り
、
こ
れ
に
『
従
属
し
て
』
い
る
。
国
家
は
『
よ
り
高
次
の
力
』
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
『
法
律
や
利
害
関
係
』

に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
『
法
律
』
や
『
利
害
関
係
』
は
、
国
家
の
『
従
属
者
』
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
国
家
へ
の
『
依
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
』
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
『
従
属
』
と
『
依
存
性
』
と
が
、
外
的
な
関
係
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
自
立
的
な
本
質
（
α
器
ω
下
げ
ω
け
9
、
甥
巳
σ
q
①

ミ
①
ω
①
口
）
　
を
制
限
し
、
　
自
立
的
な
本
質
に
逆
行
す
る
関
係
で
あ
る
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
　
『
家
族
』
と
『
市
民
社
会
』
の
国
家
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
七
）

い
す
る
関
係
は
、
　
『
外
的
必
然
性
』
の
関
係
、
す
な
わ
ち
事
物
の
内
的
本
質
に
対
立
す
る
、
必
然
性
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
外
的
必
然
性
と
は
、
家
族
、
市
民
社
会
に
固
有
な
内
的
本
質
（
O
鋤
ω
　
一
P
鵠
Φ
【
Φ
　
ぐ
弔
①
ω
Φ
口
）
　
と
矛

盾
す
る
関
係
と
み
ら
れ
て
い
る
。
家
族
、
市
民
社
会
は
、
外
的
必
然
性
の
関
係
に
よ
っ
て
国
家
に
統
一
さ
れ
、
包
摂
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
統

一
は
、
対
立
を
も
つ
統
一
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う
し
た
見
地
に
お
い
て
、
家
族
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
『
市
民
社
会
と
家
族
』
は
、
そ
の
真
の
発
展
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
自
立
的
な
、
完
全
な
発
展
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
『
領
域
』

と
し
て
国
家
に
た
け
し
て
前
提
さ
れ
て
窮
・
」
だ
か
ら
・
マ
ル
ク
ス
は
・
国
家
の
家
族
●
市
民
社
会
に
た
い
す
る
外
的
必
然
性
の
関
係
に
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

盾
の
側
面
、
す
な
わ
ち
疎
外
関
係
を
み
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
従
属
』
と
「
依
存
性
」
と
は
、
「
外
的
な
」
、
強
制
的
な
、
外
見
的
な
同
一
性
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
ω
O
げ
①
一
口
げ
蝉
脱
①
　
H
山
Φ
口
仲
一
峠
似
け
）
を
表
現
し
て
お
り
、
　
そ
れ
の
論
理
的
表
現
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
正
し
く
も
「
外
的
必
然
性
」
を
用
い
た

説論
の
で
あ
る
．
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
従
選
と
『
依
然
性
』
に
お
い
て
、
（
凝
し
て
い
る
同
種
の
；
の
側
面
を
、
し
か
も
統
一
の
内
部
に
お

　
　
け
る
疎
外
（
国
昌
↓
h
H
①
§
山
口
口
σ
q
）
の
側
面
を
、
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
」

　
　
　
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
の
内
在
的
論
理
を
正
し
く
分
析
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
国
家
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
家
族
、
市
民
社
会
に
た
い
す
る
外
的
関
係
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
形
態
と
し
て
認
識
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
但
し
、
市
民
社
会
の
根
抵

　
　
に
あ
る
無
所
有
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
対
す
る
疎
外
と
し
て
は
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
ら
に
、
へ
ー
ゲ

　
　
ル
が
こ
の
命
題
の
な
か
で
解
決
し
え
ざ
る
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
解
け
な
い
二
律
背
反
（
＞
H
答
一
昌
O
H
ロ
一
Φ
）
　
を
提
起
し
て
い
る
。
一
方
で
は
外
的
必
然
性
、
他
方
で
は
内
在

　
　
　
　
　
　
（
四
〇
）

　
　
的
目
的
を
。
」

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ー
」
の
な
か
で
、
国
家
の
機
能
に
か
ん
し
て
上
記
命
題
の
思
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
「
国
家
は
、
一
方
で
は
、
ま
ず
諸
個
人
を
諸
人
格
と
し
て
維
持
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法
　
（
男
①
Q
げ
け
）
　
を
必
然
的
な
現
実
態
に
す

　
　
る
。
そ
し
て
次
に
、
印
璽
が
さ
し
あ
た
り
は
自
己
自
身
で
配
慮
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
端
的
に
普
遍
的
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ろ
の
諸
画
人
の
福
祉
（
≦
o
乞
）
を
促
進
し
、
家
族
を
保
護
し
、
市
民
社
会
を
指
導
す
る
。
　
1
し
か
し
、
他
方
で
は
、
国
家
は
、
家
族

　
　
と
市
民
社
会
を
、
ま
た
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
中
心
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
個
々
人
の
全
心
情
と
全
活
動
を
、
普
遍
的

　
　
実
体
の
生
活
に
復
帰
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
国
家
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
自
由
な
権
力
と
し
て
、
こ
の
権
力
に
従
属
し
て
い
る
あ
の
領
域

　
　
（
個
人
、
家
族
、
市
民
社
会
i
訳
者
）
を
制
約
し
、
こ
れ
ら
の
領
域
を
実
体
的
内
在
に
お
い
て
（
ぎ
ω
口
ぴ
ω
↓
9
。
巳
凶
Φ
一
一
興
H
ヨ
日
鋤
目
Φ
言
）

　
　
　
　
　
ド
　
ご

　
　
維
持
す
る
。
」
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ヘーゲル「法哲学綱要」における国家の理念とマルクスによる批判（柳）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
国
家
の
実
存
が
人
間
理
性
の
必
然
と
し
て
理
解
さ
れ
、
よ
っ
て
国
家
に
お
い
て
飯
事
の
真
の
自
由
が
実
現
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
、
家
族
、
市
民
社
会
が
自
己
の
発
展
を
と
げ
る
と
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
と
こ
れ
ら
の
領
域
と
の
あ
い
だ
に
は
終
局
的
に
は
矛

盾
・
対
立
が
措
定
さ
れ
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
で
は
、
家
族
、
市
民
社
会
は
そ
の
固
有
の
本
質
を
他
者
で
な
く
、
自
己
身
に
よ
っ
て
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
か
ら
、
国
家
が
こ
れ
ら
の
領
域
に
対
し
て
必
然
的
関
係
に
た
っ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
本
質
的
発
展
に
対
立
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
　
「
外
的
必
然
性
」
と
「
内
在
的
目
的
」
と
い
う
二
つ
の
範
疇
は
、
論
理
的
に
は
、

相
互
に
排
除
し
あ
う
矛
盾
関
係
に
た
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
矛
盾
関
係
は
、
内
的
必
然
性
を
も
た
な
い
か
ら
、
ま
だ
対

立
の
統
一
（
矛
盾
の
統
一
）
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
二
、
へ
：
ゲ
ル
は
、
家
族
・
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
現
実
的
理
念
　
（
≦
一
憎
閃
＝
O
げ
①
一
下
O
Φ
）
　
は
、
　
精
神
　
（
O
Φ
一
段
）
、
す
な
わ
ち
、
　
家
族
と
市
民
社
会
と
い
う
二
つ
の
領
域
の
観
念
性

（H

R
①
鋤
一
一
一
餌
一
）
を
通
過
し
て
向
自
的
に
（
h
母
。
・
一
〇
ゴ
ー
顕
在
的
に
i
訳
者
）
無
限
な
現
実
的
精
神
と
な
る
た
め
に
、
自
己
自
身
を
そ
の
概

念
の
二
つ
の
観
念
的
な
領
域
で
あ
る
家
族
と
市
民
社
会
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
有
限
性
（
国
口
許
。
算
Φ
一
一
）
　
〔
の
領
域
　
　
訳
者
〕
に
、
分
割

す
る
と
こ
ろ
の
、
精
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
精
神
は
、
こ
の
二
つ
の
領
域
に
、
精
神
の
こ
の
有
限
な
現
実
性
の
材
料
（
ζ
舞
Ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

【
一
途
）
を
、
す
な
わ
ち
多
数
の
衆
（
竃
①
昌
σ
q
o
）
と
し
て
の
諸
個
人
を
、
割
り
当
て
る
。
そ
の
結
果
、
　
こ
の
割
当
て
は
、
個
々
人
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
二
）

て
は
、
諸
事
情
と
か
適
意
と
か
自
分
の
職
分
の
自
己
選
択
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
現
象
す
る
。
」

　
こ
の
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
倫
的
理
念
（
精
神
）
は
、
人
倫
態
（
2
巳
δ
ゴ
閃
9
け
）
の
発
展
の
低
次

の
段
階
、
「
観
念
的
な
契
機
」
　
（
象
。
置
Φ
Φ
一
Φ
昌
ζ
o
ヨ
①
馨
①
）
と
し
て
の
家
族
と
市
民
社
会
と
い
う
有
限
な
る
現
象
界
に
自
己
を
外
在
化
す

る
が
、
そ
れ
を
止
揚
し
て
自
己
に
還
帰
し
、
自
己
の
真
実
の
、
無
限
な
本
質
を
人
倫
態
の
発
展
の
高
次
の
段
階
た
る
国
家
に
お
い
て
実
現

　
（
四
三
）

す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
巧
妙
に
説
明
し
て
い
る
。
「
現
実
的
理
念
は
、
家
族
や
市
民
社
会
と
い
う
『
有
限
性
』
の
領
域
の
な
か
に
自
己
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（
四
四
）

　
　
を
い
や
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
ら
を
揚
棄
し
て
、
国
家
の
無
限
性
を
享
有
し
、
そ
の
無
限
性
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
」
へ

説　
　
ー
ゲ
ル
は
、
か
か
る
論
理
の
過
程
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
直
接
的
な
入
牢
態
が
、
市
民
社
会
の
分
裂
態
（
国
ロ
言
≦
①
冒
昌
α
q
）
を

論　
　
通
過
し
て
、
市
民
社
会
の
真
実
の
基
礎
た
る
こ
と
を
み
つ
か
ら
示
す
と
こ
ろ
の
国
家
に
ま
で
こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
五
）

　
　
こ
う
し
た
展
開
だ
け
が
国
家
の
概
念
の
学
的
証
明
で
あ
る
。
」

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
人
倫
的
理
念
は
国
家
に
お
い
て
自
己
を
自
覚
し
、
顕
現
す
る
。
市
民
社
会
は
、
普
遍
と
特
殊
と
い
う
矛
盾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
）

　
　
両
契
機
の
分
裂
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
万
人
の
導
入
に
た
い
す
る
闘
争
場
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
職
業
団
体
に
お
け
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
両
契
機
を
内
面
的
に
統
合
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ま
だ
実
体
的
統
一
と
は
い
え
な
い
。
市
民
社
会
で
は
普
遍
性
は
映
現
す
る
の

　
　
　
　
（
四
七
）

　
　
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
市
民
社
会
と
い
う
有
限
の
領
域
は
揚
棄
さ
れ
て
、
無
限
の
領
域
た
る
国
家
が
必
然
と
な
る
。
こ
の
関
係
に
つ
い
て

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
「
こ
れ
ら
は
（
家
族
と
市
民
社
会
一
訳
者
）
総
じ
て
二
つ
の
ま
だ
観
念
的
な
契
機
を
な
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
四
八
）

　
　
で
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
、
　
こ
れ
ら
の
真
実
の
基
礎
で
あ
る
国
家
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
が
正
し
く
も
理
解
す
る
よ
う
に
、
家
族
、
市
民
社
会
が
国
家
の
前
提
で
あ
り
、

　
　
先
行
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
そ
う
は
解
し
て
い
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、

　
　
国
家
こ
そ
が
普
遍
性
の
実
現
態
で
あ
り
、
普
遍
・
特
殊
・
個
別
の
統
一
で
あ
る
か
ら
、
家
族
、
市
民
社
会
の
現
実
的
な
基
礎
で
あ
り
、
前

　
　
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
、
市
民
社
会
は
、
国
家
に
包
摂
、
総
括
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
は
有
機
的

　
　
　
　
　
　
（
四
九
）

　
　
に
連
関
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
な
ぜ
国
家
が
基
礎
と
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
、
概
念
の
展
開
の
系
列
と
概
念
の
形
態
化
の
歴
史

　
　
的
発
展
の
系
列
と
は
、
順
序
に
お
い
て
逆
と
な
る
、
と
い
う
関
係
に
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一

　
　
　
「
だ
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
一
つ
の
も
っ
と
規
定
さ
れ
た
形
式
を
成
果
と
し
て
生
み
出
す
も
ろ
も
ろ
の
契
機
は
、
理
念
の
学
的

　
　
な
発
展
に
お
い
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
概
念
規
定
と
し
て
、
成
果
（
成
果
と
し
て
の
概
念
－
訳
者
）
に
先
行
す
る
が
、
時
間
的
な
発
展
に
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（
流
○
）

お
い
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
形
態
化
さ
れ
た
あ
り
方
と
し
て
成
果
に
先
行
し
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
」

　
さ
ら
に
、
こ
の
点
は
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
　
ど
の
よ
う
に
概
念
が
み
つ
か
ら
自
己
を
規
定
し
て
ゆ
く
か
を
、
　
よ
く
追
っ
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
だ
け
で
あ

る
。
…
…
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
得
る
も
の
は
、
一
系
列
の
も
ろ
も
ろ
の
思
想
と
、
そ
し
て
も
う
一
系
列
の
も
ろ
も
ろ

の
現
存
在
す
る
形
態
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
に
あ
っ
て
は
、
現
実
の
現
象
に
お
け
る
時
間
の
順
序
が
概
念
の
順
序
と
は
い
く

ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
、
所
有
は
家
族
よ
り
前
に
現
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
一
）

き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
で
所
有
は
家
族
よ
り
前
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
、
　
「
市
民
社
会
は
家

族
と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
あ
ら
わ
れ
る
区
別
態
（
】
）
一
下
Φ
お
o
N
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
　
市
民
社
会
の
形
成
は
国
家
の
形
成
よ
り
後
に
行

な
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
区
別
態
で
あ
る
以
上
、
市
民
社
会
は
国
家
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
市
民
社
会
は
存
立
す
る
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
二
）

独
立
せ
る
も
の
と
し
て
の
国
家
を
そ
の
ま
え
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ー
」
の
な
か
で
、
な
お
つ
ぎ
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
こ
の
学
閥
（
法
の
哲
学
）
に
お
い
て
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
論
る
抽
象
的
な
も
の
一
す
な
わ
ち
意
志
の
概
念
一
を
も
っ
て
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
法
哲
学
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
な
お
抽
象
的
な
意
志
が
外
面
的
な
現
存
在
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
（
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
扱
う
領
域
）
へ
、
す
な
わ
ち
形
式
的
法
の
領
域
へ
進
展
し
て
行
き
、
さ
ら
に
外
的
な
現
存
在
か
ら
出
て
自
己
内
に
反
省
し
て
い
る
意
志

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
、
す
な
わ
ち
道
徳
性
の
領
域
に
、
　
移
行
し
、
　
且
つ
最
後
に
第
三
に
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
両
契
機
を
自
己
内
で
統
一
す
る
、
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
た
め
に
具
体
的
な
、
人
倫
的
意
志
に
到
達
す
る
。
つ
ぎ
に
、
人
倫
態
そ
の
も
の
の
領
域
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
直
接
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
、
す
な
わ
ち
人
倫
的
精
神
が
家
族
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
自
然
的
な
、
未
発
達
の
形
態
か
ら
、
始
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
市
民
社
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

お
い
て
起
こ
る
人
倫
的
実
体
の
分
裂
に
到
達
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
人
倫
的
精
神
に
お
け
る
あ
の
二
つ
の
一
面
的
な
形
式
の
、
国
家
に
お
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言論　説

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
現
存
す
る
統
一
態
お
よ
び
真
実
態
に
到
達
す
る
。
i
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
の
考
察
が
こ
の
よ
う
に
進
行
す
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
れ
わ
れ
が
人
倫
態
を
法
お
よ
び
道
徳
性
よ
り
も
時
間
的
に
よ
り
後
の
或
る
も
の
に
七
よ
う
と
欲
し
た
と
か
、
ま
た
は
家
族
お
よ
び
市
民

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

社
会
を
現
実
性
に
お
い
て
国
家
に
先
行
す
る
止
る
も
の
と
し
て
宣
言
し
よ
う
と
欲
し
た
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
人
倫
態
は
法
お
よ
び
道
徳
性
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
、
家
族
と
市
民
社
会
は
、
両
者
の
よ
く
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

づ
け
ら
れ
た
諸
区
別
と
と
も
に
、
す
で
に
国
家
の
現
存
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
た
い
へ
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
わ
れ
は
、
入
倫
的
な
も
の
の
哲
学
的
発
展
に
お
い
て
は
、
国
家
を
も
っ
て
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
国
家
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
は
人
倫
的
な
も
の
が
自
己
の
最
も
具
体
的
な
形
式
へ
と
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
に
反
し
て
端
初
は
必
然
的
に
抽
象
的
な
直
る
も
の
だ

　
　
　
　
（
五
三
）

か
ら
で
あ
る
。
」

こ
こ
か
ら
・
↑
グ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
繕
論
ず
る
・
現
実
性
に
お
い
て
は
・
婁
こ
そ
総
じ
て
む
し
ろ
鋤
雰
募
で
あ
る
遍

　
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
れ
ら
の
説
明
に
は
多
大
の
困
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
弁
証
法
は
、
論
理
的
な
も
の
（
認
識
）
と
歴
史
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
（
存
在
）
と
の
統
一
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
哲
学
に
か
ん
し
て
億
、
　
「
学
問
に
お
い
て
最
初
で
あ
る
も
の
は
、
歴
史

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

的
に
も
最
初
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
と
正
し
く
も
述
べ
な
が
ら
、
　
同
時
に
．
ま
た
、
　
「
前
進
と
は
根
拠
へ
の
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぎ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

根
源
的
な
も
の
と
真
な
る
も
の
へ
の
復
帰
で
あ
っ
て
、
始
元
と
な
る
も
の
は
こ
の
根
拠
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実
、
始
元
は

こ
の
根
拠
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
肝
心
の
点
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
め
ざ
る
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ

（
五
六
）

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
学
問
は
つ
ね
に
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
、
真
実
な
る
も
の
へ
の
反
省
、
・
追
求
、
前
進
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
み
つ
か
ら
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
に
与
え
ら
れ
て
い
る
真
な
る
も
の
が
、
結
果
に
い
た
る
前
提
と
な
ら
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
七
）

な
ら
な
い
、
同
時
に
結
果
は
『
絶
対
に
真
な
る
も
の
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
抽
象
的
な
も
の
を
始
元
と
し

て
措
定
す
る
か
ら
、
始
原
と
結
果
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
彼
の
理
論
は
歴
史
的
認
識
に
お
い
て
は
無
理
な
説
明
を
伴
っ
て
い
る
。
家
族
と
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私
的
所
有
と
の
関
係
は
別
と
し
て
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
現
実
の
客
観
的
な
関
係
が
顛
倒
さ
れ
て

い
る
。
　
「
市
民
社
会
の
形
成
は
国
家
の
形
成
よ
り
後
に
行
な
わ
れ
る
」
と
い
う
説
明
は
、
き
わ
め
て
抽
象
的
で
、
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
。
歴
史
の
現
実
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
の
階
級
関
係
の
矛
盾
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
近
代
国
家
」
を
創
出
す
る
社
会
的
な
力
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
の
関
連
性
に
か
ん
す
る
上
述
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
、
論
理
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も

の
と
の
真
の
統
一
に
導
か
ず
、
二
元
論
的
要
因
す
ら
内
在
せ
し
め
て
い
る
。
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
固
有
の
論
理
を
追
求
す
れ
ば
、
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
の
主
観
的
見
解
と
反
対
に
、
家
族
、
市
民
社
会
こ
そ
が
国
家
に
と
っ
て
先
行
条
件
と
な
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

　
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
，
個
人
、
市
民
社
会
、
国
家
の
あ
い
だ
の
有
機
的
連
関
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

　
「
太
陽
系
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
国
家
は
三
つ
の
推
理
か
ら
な
る
体
系
で
あ
る
。
ω
個
別
的
な
も
の
（
山
Φ
『
国
一
昌
N
Φ
一
口
①
）

（
個
人
℃
o
『
ω
o
口
）
は
そ
の
特
殊
性
（
切
①
ω
o
昌
傷
。
昏
Φ
諜
）
　
（
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
な
諸
要
求
、
こ
れ
が
こ
れ
だ
け
で
完
成
さ
れ
た
も
の

が
市
民
社
会
で
あ
る
）
を
つ
う
じ
て
普
遍
的
な
も
の
（
ユ
o
H
≧
一
σ
Q
Φ
ヨ
Φ
ぎ
①
）
　
（
社
会
、
法
、
法
律
、
政
府
）
に
連
結
さ
れ
る
．
②
個
入
の
意

志
、
活
動
が
媒
介
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
社
会
、
法
、
等
々
に
お
け
る
諸
要
求
に
満
足
を
与
え
、
ま
た
社
会
、
法
、
等
々
に
達
成
と
実
現

と
を
与
え
る
。
㈹
普
遍
的
な
も
の
（
国
家
、
政
府
、
法
）
が
実
体
的
な
媒
介
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
で
諸
個
人
お
よ
び
諸
個
人
の
満
足

が
達
成
さ
れ
た
実
在
、
媒
介
、
お
よ
び
存
立
を
も
ち
か
つ
維
持
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
規
定
の
各
々
は
、
媒
介
に
よ
っ
て
他
の
端
項
と
連

結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
自
分
自
身
と
連
結
さ
れ
、
自
己
を
生
産
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
生
産
が
自
己
保
存
で
あ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
う
し
た
連
結
の
本
性
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
同
じ
三
つ
の
項
か
ら
な
る
推
理
の
こ
う
し
た
三
重
点
に
よ
っ
て
の
み
、
全
体
が
有
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
八
）

的
組
織
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
本
当
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
個
人
が
市
民
社
会
を
媒
介
と
し
て
国
家
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
重
要
な
思
想
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
国
家

に
お
い
て
実
現
を
み
る
入
倫
的
理
念
が
自
己
の
素
材
を
、
し
た
が
っ
て
国
家
の
素
材
た
る
個
々
人
を
市
民
社
会
に
配
当
す
る
、
と
い
う
彼
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の
市
民
社
会
成
立
の
論
理
か
ら
く
る
帰
結
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
二
六
二
節
の
命
題
を
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
、
と
い
う

説　
　
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。

論　
　
　
三
、
マ
ル
ク
ス
は
、
家
族
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
連
性
に
か
ん
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
起
し
た
か
の
命
題
か
ら
出
発
し
、
こ
の
命
題

　
　
の
な
か
を
つ
ら
ぬ
く
論
理
を
追
跡
し
つ
つ
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
己
自
身
の
新
し
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
正
反
対
の
論
理
を
定
立
し
、
対
置

　
　
し
て
い
る
。
彼
の
叙
述
を
み
よ
う
。

　
　
　
「
国
家
が
家
族
、
市
民
社
会
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
ω
一
〇
げ
　
く
Φ
帰
ヨ
一
け
峠
①
一
］
口
）
そ
の
様
式
、
方
法
は
、
『
い
ろ
い
ろ
な
事
情
、
隠
蟹
お
よ
び

　
　
職
分
の
自
己
選
択
』
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
の
理
性
（
ω
δ
舞
ω
＜
①
簑
毒
口
津
）
は
、
　
家
族
と
市
民
社
会
へ
国
家
の
材
料
を
割
り
当

　
　
て
る
こ
と
と
な
ん
の
関
係
も
も
っ
て
い
な
い
。
国
家
は
、
無
意
識
の
、
ま
た
恣
意
的
な
仕
方
で
、
家
族
や
市
民
社
会
か
ら
生
ま
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。
家
族
と
市
民
社
会
と
は
、
そ
こ
か
ら
国
家
の
光
が
燃
え
あ
が
る
と
こ
ろ
の
、
暗
い
自
然
的
基
礎
（
2
母
霞
α
q
零
墨
）
と
し
て
現
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
。
家
族
と
市
民
社
会
が
国
家
の
部
分
を
な
し
、
部
分
と
し
て
国
家
に
参
与
す
る
か
ぎ
り
、
国
家
の
林
料
と
は
、
国
事
（
O
Φ
の
。
冨
津
α
Φ
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
九
）

　
　
ω
3
舞
ω
）
、
す
な
わ
ち
家
族
と
市
民
社
会
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
の
解
釈
を
つ
う
じ
て
定
立
し
た
自
己
の
論
理
は
、
家
族
と
市
民
社
会
は
そ
こ
か
ら
国
家
が
出
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
な
基
礎
を
な
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
論
理
を
展
開
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
す

　
　
る
批
判
を
提
起
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
家
族
と
市
民
社
会
は
、
国
家
の
概
念
領
域
　
（
b
d
①
α
q
ユ
h
ω
ω
℃
ゴ
弩
Φ
）
と
し
て
、
ま
た
ま
さ
に
国
家
の
有
限
性
の
領
域
と
し
て
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
ち
国
家
の
有
限
性
と
し
て
、
把
握
さ
れ
て
い
る
。
国
家
は
、
自
己
を
家
族
と
市
民
社
会
に
分
割
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
前
提
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
　
『
家
族
や
市
民
社
会
の
観
念
性
か
ら
出
て
、
向
自
的
に
無
限
な
現
実
的
精
神
と
な
る
た
め
に
』
こ
う
す
る
の
で
あ

　
　
（
六
〇
）

　
　
る
。
・
」
し
か
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
　
「
『
い
わ
ゆ
る
現
実
的
理
念
』
　
（
無
限
な
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
精
神
）
は
、
あ
た
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か
も
そ
れ
が
一
定
の
原
理
に
従
い
、
ま
た
一
定
の
意
図
の
も
と
に
行
動
す
る
か
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
、
有
限
的
な

領
域
に
自
己
自
身
を
分
割
す
る
が
、
　
『
自
己
自
身
へ
と
復
帰
し
、
向
自
的
（
盆
自
若
。
ゴ
　
　
顕
在
的
　
　
訳
者
）
に
な
る
』
た
め
に
、
こ

の
こ
と
を
な
す
の
で
あ
る
、
し
か
も
、
そ
の
行
動
の
結
果
が
現
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
六
一
）

　
こ
の
一
節
に
は
、
論
理
的
・
汎
神
論
的
神
秘
主
義
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
す
な
わ
ち
、
　
「
現
実
的
な
関
係
は
、
　
『
国
家
材
料
（
ω
一
9
ゆ
鋤
け
ω
ヨ
◎
梓
O
円
一
鋤
一
）
の
割
当
て
は
、
個
4
人
に
あ
っ
て
は
、
諸
事
情
、
愁
意
、
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
二
）

よ
び
個
々
人
が
自
己
の
職
分
を
自
己
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
し
、
へ
ー
グ
ル
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
こ
の
事
実
、
こ
の
現
実
的
な
関
係
は
、
思
弁
に
よ
っ
て
、
現
象
（
卑
ω
o
ゴ
Φ
貯
羽
撃
α
q
”
℃
ゴ
α
8
ヨ
①
昌
。
昌
）
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
う
な
諸
事
情
、
こ
の
よ
う
な
愁
思
、
こ
の
よ
う
な
職
分
の
選
択
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
媒
介
は
、
　
現
実
的
理
念
が
自
己
自
身
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
企
て
る
と
こ
ろ
の
、
　
ま
た
カ
ー
テ
ン
の
う
し
ろ
で
起
る
と
こ
ろ
の
、
　
一
つ
の
媒
介
の
現
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ

（
六
三
）

る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
マ
ル
ク
ス
は
、
か
か
る
媒
介
関
係
こ
そ
が
必
然
的
な
、
現
実
的
に
規
定
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
へ
ー
グ
ル
の
言
う
よ
う
な
た
ん
な
る
現

象
で
は
な
い
、
と
み
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
1
「
現
実
に
は
、
家
族
と
市
民
社
会
が
国
家
の
前
提
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
本
来
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
四
）

す
る
も
の
　
（
巳
Φ
↓
似
ユ
σ
q
①
）
な
の
で
あ
る
。
」
　
「
家
族
と
市
民
社
会
は
国
家
の
部
分
（
ω
富
響
馨
Φ
一
一
）
で
あ
る
。
国
家
の
材
料
　
（
ω
酔
㌣

葺
の
8
葺
①
ユ
巴
）
は
、
　
『
諸
事
情
、
悠
々
、
お
よ
び
職
分
を
自
己
選
択
す
る
こ
と
』
に
よ
っ
て
、
家
族
と
市
民
社
会
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。

公
民
（
ω
δ
舞
ω
ぴ
鋒
σ
q
o
【
）
は
、
家
族
の
成
員
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
成
員
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

…
…
…
…
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
家
族
と
市
民
社
会
へ
の
分
割
（
↓
Φ
一
一
5
α
q
）
は
観
念
的
（
乙
①
①
一
一
）
で
あ
る
、
　
す
な
わ
ち
、
必
然
的
で

あ
り
、
国
家
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
家
族
と
市
民
社
会
は
、
　
現
実
的
な
国
家
の
部
分
で
あ
り
、
　
意
志
の
現
実
的
、
精
神
的
現
存
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
そ
れ
ら
は
園
家
の
存
在
す
る
仕
方
（
一
）
9
ω
O
一
口
ω
零
①
一
ω
①
）
な
の
で
あ
る
。
　
家
族
と
市
民
社
会
は
、
自
己
自
身
を
国
家
に
す
る
の
で
あ
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ソ、
【i冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
五
）

る
。
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
原
動
力
（
ユ
①
g
o
　
↓
門
①
凶
げ
①
昌
ユ
Φ
）
で
あ
る
。
」

　
ま
だ
観
念
論
的
傾
向
を
脱
却
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
の
論
理
構
造
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
国
家
に
お
い
て

自
己
を
実
現
す
る
理
念
（
精
神
）
の
有
限
性
の
材
料
、
す
な
わ
ち
国
家
の
材
料
、
個
々
入
の
家
族
、
市
民
社
会
へ
の
割
当
て
は
、
上
記
の

　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

諸
条
件
の
媒
介
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
、
市
民
社
会
に
お
け
る
個
々
人
の
現
実
の
諸
関
係
を
規
定
す
る
必
然
的
な
も
の
は
、

こ
の
媒
介
関
係
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
理
念
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
家
族
、
市
民
社
会
は
自
立
性
を
も
ち
、
そ
れ
ら
こ
そ
が
国
家
形
成
の

現
実
的
基
礎
を
な
し
、
先
行
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
政
治
的
国
家
は
、
家
族
と
い
う
自
然
的
な
基
礎
（
昌
9
0
け
群
『
一
陣
O
｝
一
①
　
し
⇔
鋤
ω
一
ω
）
と

市
民
社
会
と
い
う
人
工
的
な
基
礎
（
吋
口
P
ω
一
一
一
〇
一
μ
Φ
　
し
d
鋤
Q
り
一
q
o
）
が
な
く
て
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
　
国
家
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
六
）

な
く
て
は
な
ら
ぬ
条
件
（
O
O
口
傷
一
仲
一
〇
ω
一
旨
Φ
ρ
仁
鋤
　
　
昌
O
昌
）
な
の
で
あ
る
。
」
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
家
族
、
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
が
思
弁
の
な
か
で
逆
立
ち
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

念
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
（
＜
Φ
円
q
・
ロ
げ
冨
吋
菖
く
一
〇
『
Φ
口
）
。
そ
し
て
、
家
族
と
市
民
社
会
の
国
家
に
た
い
す
る
現
実
的
な
関
係
が
理
念
の
内

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
、
想
像
上
の
活
動
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
…
…
…
だ
が
理
念
が
主
体
と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
は
現
実
的
な
諸
主
体
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
わ
ち
市
民
社
会
、
家
族
、
　
『
諸
事
情
、
起
工
等
々
』
が
、
理
念
の
非
現
実
的
な
、
そ
れ
自
身
と
ち
が
っ
た
意
味
を
も
つ
、
客
観
的
な
契

機
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
『
個
々
入
に
あ
っ
て
は
、
諸
事
情
、
恣
意
、
お
よ
び
個
々
人
が
自
己
の
職
分
を
自
己
選
択
す
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
』
国
家
の
材
料
が
割

り
当
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
、
即
自
的
・
向
自
的
（
絶
対
的
－
訳
者
）
に
正
当
な
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

卒
直
に
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
割
当
て
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
性
的
な
も
の
と
は
称
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
他
方
、
割
当
て
は
た
だ
そ
れ
が
外
見
上
の
媒
介
と
称
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に

理
念
の
一
つ
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
意
味
、
理
念
の
一
つ
の
成
果
（
幻
①
ω
質
一
齢
鋤
齢
）
、
理
念
の
一
つ
の
所
産
（
℃
門
。
“
鐸
蓉
）
で
あ
る
と
い
う
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（
六
七
）

意
味
を
も
つ
場
合
に
の
み
、
ふ
た
た
び
理
性
的
な
も
の
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
　
「
条
件
は
条
件
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
規
定
す
る
も
の
は
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
造
り
だ
す
も
の
は
そ
れ
の
産
物
（
℃
3
自
ロ
ζ
）
が
造
り
だ
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
八
）

も
の
と
し
て
、
措
定
さ
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
家
族
、
市
民
社
会
は
理
念
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
　
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
　
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
（
家
族
と
市
民
社
会
　
　
訳
者
）
は
現
実
的
理
念
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
家
族
や
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
九
）

社
会
を
国
家
に
統
一
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
自
身
の
生
活
行
程
で
は
な
く
、
家
族
や
市
民
社
会
を
自
己
か
ら
区
別
し
分
離
す
る
、
理
念
の
生

活
行
程
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
そ
れ
ら
は
、
　
こ
の
有
限
性
の
〔
領
域
〕
な
の
で
あ
る
。
　
家
族
や
市
民
社
会
は
、
自
己
の
存
在

を
、
自
己
の
精
神
に
負
う
よ
り
も
他
の
精
神
に
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
第
三
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
定
で
あ
り
、
な
ん
の
自
己
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
q
D
Φ
ぎ
ω
ま
Φ
ω
け
ぎ
ヨ
寒
o
q
）
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ま
た
、
そ
れ
ら
は
『
有
限
性
』
と
し
て
、
『
現
実
的
理
念
』
の
自
己
の
有
限
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
〇
）

と
し
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
マ
ル
ク
ス
は
、
現
実
的
関
係
こ
そ
が
規
定
す
る
主
体
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
理
念
を
、
理
念
の
顕
現
と
し
て
の
国
家
を
、
主
体
と
み
る
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
顧
倒
せ
る
理
論
の
神
秘
主
義
的
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
「
…
…
…
と
こ
ろ
が
そ
の
代
り
に
、
理
念
が
主
語
と
さ
れ
、
区
別
と
そ
の
現
実
性
と
は
、
理
念
の
発
展
、
理
念
の
成
果
と
し
て
つ
か
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
こ

れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
現
実
的
な
区
別
か
ら
理
念
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
。
」
　
「
彼
は
『
普
遍
的
理
念
』
か
ら
規
定
さ
れ
た

も
の
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
理
念
の
主
語
（
ω
ロ
σ
一
Φ
窪
）
で
あ
る
も
の
を
、
理
念
の
所
産
、
理
念
の
述
語
（
℃
鼠
α
涛
母
）
に
し
て

し
ま
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
思
考
を
対
象
か
ら
展
開
し
た
の
で
は
な
く
、
対
象
を
、
自
己
完
結
し
て
い
る
、
し
か
も
論
理
の
抽
象
的
領

域
に
お
い
て
自
己
完
結
し
て
い
る
、
思
考
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
…
…
こ
れ
は
公
然
た
る
神
秘
化
で
あ
る
。
」
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説

　
「
も
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
家
の
基
礎
と
し
て
の
現
実
的
な
主
体
か
ら
出
発
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
神
秘
的
な
仕
方
で
国
家
を
主
体
化
さ
せ

る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
…
…
…
：
…
・
…

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
語
す
な
わ
ち
客
観
を
自
立
的
な
も
の
と
し
、
し
か
も
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
述
語
を
そ
の
ほ
ん
と
う
の
自

立
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
主
語
か
ら
き
り
離
し
て
い
る
。
現
実
の
主
語
は
あ
と
か
ら
成
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
現
実
の
主
語
か
ら
出
発
し
、

そ
し
て
そ
の
客
観
化
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
。
そ
れ
だ
か
ら
神
秘
的
な
実
体
が
現
実
の
主
語
と
な
り
、
実
在
の
主
語
は
他
者

と
し
て
、
す
な
わ
ち
神
秘
的
な
実
体
の
契
機
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
在
す
る
存
在
者
（
ヒ
ユ
ボ
ケ
ー

メ
ノ
ン
、
主
体
）
か
ら
出
発
す
る
か
わ
り
に
一
般
的
規
定
で
あ
る
述
語
か
ら
出
発
し
、
し
か
も
、
な
お
こ
の
よ
う
な
規
定
の
担
い
手
が
そ

こ
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
神
秘
的
な
理
念
を
こ
の
よ
う
な
担
い
手
と
す
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
グ
ル
が
普
遍
的
な
も
の
を
、

現
実
の
有
限
な
も
の
の
、
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
も
の
の
、
規
定
さ
れ
た
も
の
の
、
現
実
的
な
本
質
と
し
て
考
察
し
な
い
こ
と
、
も
し
く

　
　
　
　
　
エ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　

、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
三
）

は
現
実
的
な
存
在
者
を
、
無
限
な
も
の
の
真
の
主
体
と
し
て
考
察
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
二
元
論
で
あ
る
。
」

　
規
定
さ
れ
た
、
有
限
な
現
実
を
主
体
と
み
な
い
で
、
現
実
の
な
か
に
自
己
を
展
開
す
る
普
遍
を
主
体
と
規
定
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
二
元

論
を
脱
出
し
て
い
な
い
、
と
マ
ル
ク
ス
は
解
し
て
い
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
に
お
け
る
基
本
的
な
誤
り
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
述
し
て

い
る
。

　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
お
も
な
誤
り
は
、
彼
が
た
と
え
ば
こ
こ
で
立
法
権
の
自
己
自
身
に
お
け
る
矛
盾
が
た
だ
政
治
的
国
家
の
矛
盾
、
そ
れ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
に
ま
た
市
民
社
会
の
自
己
自
身
と
の
矛
盾
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
根
底
的
な
も
の
を
、
す
な
わ
ち
本
質
的
な
矛
盾
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

矛
盾
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
本
質
に
も
っ
て
い
る
の
に
、
現
象
の
矛
盾
を
、
本
質
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
理
念
に
お
け
る
統
一
と
し
て
と
ら
え

　
　
　
　
　
（
七
四
）

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
五
）

　
こ
の
理
念
に
お
け
る
統
一
の
意
味
に
つ
い
て
、
ト
レ
ツ
キ
ー
は
こ
れ
を
理
念
に
内
在
す
る
矛
盾
と
解
し
て
い
る
が
、
矛
盾
的
統
一
と
い

35　（3　・48）　318



ヘーゲル「法哲学綱要」における国家の理念とマルクスによる批判（柳）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
九
は
、
現
象
の
根
底
に
ひ
そ
む
、
現
実
的
な
矛
盾
と
い
う
意
味
で
の
矛
盾
の
統
一
で
は
な
い
。
そ
う
で

な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
現
象
の
根
底
に
横
た
わ
る
現
実
的
な
矛
盾
を
真
の
、
本
質
的
な
矛
盾
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
市
民
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
お
け
る
か
か
る
根
本
的
な
、
現
実
的
矛
盾
を
担
っ
て
い
る
階
級
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
　
「
無
所
有
の
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
し
d
①
ω
瞬
け
』
o
巴
α
Q
昇
Φ
一
一
）
、
お
よ
び
直
接
的
な
労
働
、
具
体
的
な
労
働
に
た
つ
さ
わ
っ
て
い
る
身
分
（
ω
8
巳
）
が
、
市
民
社
会
の
身
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
六
）

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
市
民
社
会
の
圏
（
国
円
Φ
一
ω
）
が
そ
れ
に
も
と
づ
き
そ
こ
で
運
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
盤
を
構
成
し
て
い
る
。
」

　
四
　
以
上
に
考
察
し
た
市
民
社
会
と
国
家
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
根
本
的
な
思
想
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
7
，
％
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
社
会
を
理
念
（
精
神
）
の
外
在
化
と
み
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
市
民
社
会
は
揚
棄
さ
れ
、
理
念
は
国
家
に
お
い
て
実
現

さ
れ
る
。
国
家
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
精
神
的
存
在
で
あ
り
、
　
国
家
こ
そ
が
市
民
社
会
の
基
礎
を
な
し
、
　
そ
れ
を
創
出
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
市
民
社
会
こ
そ
が
近
代
国
家
の
基
礎
を
な
し
、
国
家
を
規
定
す
る
力
で
あ
り
、
　
国
家
に
と
っ
て
前
提
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
七
）

し
、
国
家
発
生
の
不
可
歓
条
件
で
あ
る
、
ど
み
て
い
る
。
彼
は
市
民
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
に
よ
る
規
定
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
、
そ
の
基
底
に
無
所
有
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
み
て
い
る
。
だ
が
、
一
九
四
四
年
「
至
公
手
稿
」
に
お
け
る
よ
う
に
労
働
の
疎
外
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

観
念
が
ま
だ
向
自
的
に
は
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
　
一
八
五
九
年
「
経
済
学
批
判
」
序
説
の
な
か
で
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
を
悩
ま
し
た
疑
問
の
解
決
の
た
め
に
企
て
た
最
初
の
仕
事
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
批
判
的
検
討
で
あ
っ
て
、
そ
の
仕
事
の
序

説
は
、
一
八
四
四
年
に
パ
リ
で
発
行
さ
れ
た
『
独
没
年
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
私
の
研
究
の
到
達
し
た
結
果
は
次
の
こ
と
だ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
法
的
諸
関
係
な
ら
び
に
国
家
諸
形
態
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
も
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
人
間
精
神
の
一
般
的
発
展
か
ら
も
理
解
さ
れ
う
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
質
的
な
諸
関
係
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
生
活
関
係
の
総
体
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
人
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
　
『
市
民
社
会
』
と
い
う
名
の
も
と
に
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
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論　説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
八
）

か
し
こ
の
市
民
社
会
の
解
剖
学
は
経
済
学
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
は
、
独
仏
年
誌
が
発
行
さ
れ
る
ま
え
に
執
筆
さ
れ
た
未
完
稿
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
の
な
か
に
唯
物
史
観

の
芽
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
．
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
一
八
六
九
年
八
月
．
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
」
の
な
か
で
、
こ
れ
に
関
連

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
ラ
イ
ン
州
議
会
議
事
の
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
に
物
質
的
利
害
関
係
の
諸
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ
こ
で
彼
は

新
し
い
観
・
点
、
法
学
も
哲
学
も
予
知
し
な
か
っ
た
観
点
に
当
面
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
を
手
掛
り
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
構
築
物
の
絶
頂
』
　
（
国
目
α
昌
ロ
昌
7
q
α
Φ
ω
O
o
げ
飲
巳
Φ
ω
）
と
述
べ
た
国
家
で
は
な
く
て
、
　
む
し
ろ
彼
が
継
母
ふ
う
に
扱
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
九
）

『
市
民
社
会
』
こ
そ
が
、
入
類
の
歴
史
的
発
展
過
程
の
理
解
の
た
め
の
鍵
を
求
む
．
べ
き
領
域
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
達
し
た
。
」

（一

j
　
ρ
類
・
缶
①
鷺
一
℃
O
歪
巳
嵩
旨
δ
コ
9
門
℃
窪
δ
ω
。
や
三
①
α
。
ψ
幻
。
。
葺
ω
．
吻
N
鶏
・

（
二
）
　
出
。
σ
Q
o
一
噛
国
昌
。
望
。
一
〇
娼
餓
島
。
・
ゆ
0
ω
0
・

（
三
）
　
O
議
口
α
＝
三
〇
戸
ゆ
曽
。
。
り

（
四
）
　
一
三
9

（
五
）
　
一
げ
達
・
ゆ
ミ
O
・
幽

（山

n）

@
　
一
露
自
●
ゆ
b
O
O
Q
C
◎
．

（
七
）
　
ぎ
筍
・
ゆ
ト
。
c
。
り
・

（
八
）
　
一
げ
置
・
N
鐸
ω
葺
N
N
鎚
ゆ
ト
。
㎝
。
。
・

（
九
）
　
陣
げ
識
．
ゆ
ト
。
m
。
。
・

（一

Z
）
陣
げ
乙
●
ゆ
ト
。
①
9
ω
誘
δ
島
山
①
円
℃
ゴ
ニ
8
ε
三
〇
・
一
．
N
話
降
。
g
窪
ゆ
一
。
。
b
。
・
（
口
●
O
一
〇
子
器
♪
出
。
σ
Q
。
一
二
ヨ
ま
。
冨
≦
o
纂
ρ
c
。
●
）

（一

黶
j
帥
げ
置
●
ゆ
b
。
α
Q
。
・

（一

�
j
〉
●
O
o
【
冨
。
づ
N
o
戸
］
≦
●
菊
。
げ
①
。
。
豆
o
H
・
一
り
切
⑩
・
］
≦
o
ω
貯
≦
潜
・
ω
．
b
。
ω
一
b
。
心
・
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（
＝
二
）
】
≦
9
9
【
O
切
O
¢
冒
凶
ω
Φ
”
～
”
O
げ
O
ω
b
圃
O
H
『
O
”
U
尻
O
O
口
「
ω
O
け
即
9
℃
も
O
門
け
ω
位
一
β
昌
O
O
昌
〈
O
昌
二
〇
5
・
b
・
一
N
c
◎
・

（
一
四
）
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ン
「
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
政
治
学
説
に
お
け
る
適
法
性
と
裁
判
の
問
題
」
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
二
年
、
二
四
九
頁
。

（
一
五
）
一
W
O
ロ
一
〇
凶
ω
①
9
ゆ
⊆
●
一
げ
一
α
・
b
・
一
塾
◎
ω
噛

（一

ﾛハ

j
〉
・
〉
・
℃
凶
O
昌
け
『
O
毛
ω
助
辞
口
0
0
q
O
一
ω
ピ
O
ゴ
「
O
二
げ
O
「
ω
け
m
9
け
躍
5
ユ
幻
O
O
げ
け
目
P
ら
ω
O
一
旨
O
ω
霞
櫛
h
「
O
O
酔
げ
ω
7
8
0
ユ
O
・
ω
・
O
i
ω
9
　
d
O
ず
①
ロ
一
Φ

　
　
　
　
O
¢
o
q
①
膏
。
窟
9
。
〈
o
一
α
Q
o
釜
日
碧
繋
く
。
●
お
O
ω
・
ω
●
ω
1
ω
b
。
・
な
お
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ッ
タ
ー
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
、
出
口
純

　
　
　
　
夫
訳
、
四
七
頁
参
照
q
　
　
　
　
，

（一

ｵ
）
出
。
ひ
q
o
一
噛
O
旨
昌
巳
ぎ
剛
o
p
ゆ
①
S

（
一
へ
’
）
H
≦
国
『
メ
宍
笛
憎
画
仲
凶
一
“
回
・
匂
D
．
一
刈
も
n
・

（一

縺
j
O
「
琶
巳
ぎ
凶
。
戸
ゆ
一
。
。
9

（
二
〇
）
一
三
件
吻
謹
心
・
広
松
渉
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
過
程
」
、
一
八
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
二
一
）
ぎ
乙
ゆ
b
。
幽
ω
・
オ
イ
ゼ
ル
マ
ン
は
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
労
働
の
搾
取
と
い
う
観
念
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
　
（
邦
訳
「
マ
ル

　
　
　
　
ク
ス
主
義
と
疎
外
」
、
七
三
頁
。
圏
）

（
二
二
）
リ
ッ
タ
ー
、
前
掲
者
、
七
〇
頁
参
照
。

（
二
三
）
O
「
⊆
口
“
嵩
昌
凶
O
旨
・
N
二
ω
9
酔
N
．
N
ロ
ゆ
　
ト
σ
O
O
・

（
二
四
）
ま
乙
・
吻
卜
。
①
一
●

（
二
五
）
凶
げ
一
畠
・
ゆ
器
。
。
・

（
二
六
）
マ
ル
タ
ー
ゼ
「
理
性
と
革
命
」
、
邦
訳
、
二
四
一
頁
。

（
二
七
）
＜
ひ
q
一
●
コ
。
鼻
ド
。
毛
ω
臨
”
一
げ
乙
●
ω
．
ω
沼
●
＝
o
σ
Q
①
ご
帥
σ
凶
α
●
ゆ
ト
。
㎝
。
。
●
N
ロ
ω
象
N
N
ロ
ト
。
㎝
。
。
●

（
二
八
）
O
o
暮
『
馨
ω
0
9
9
。
一
．
℃
●
卜
。
ω
9
邦
訳
一
五
頁
。

（
二
九
）
ぎ
置
・
勺
●
．
N
鴇
．
訳
、
．
四
七
頁
。

（
三
〇
）
口
。
α
q
o
一
噂
ω
矯
ω
8
ヨ
住
禽
℃
三
一
〇
の
。
勺
ゴ
一
〇
●
一
・
（
国
①
ゆ
q
①
一
・
ω
似
3
↓
一
一
9
0
ミ
霧
『
o
●
c
。
・
〈
o
昌
国
●
O
一
〇
。
評
謬
①
「
）
N
房
p
訂
N
ロ
ご
O
ω
・
松
村
訳

　
　
　
　
　
「
小
論
理
」
下
巻
、
一
二
九
頁
。
武
市
健
人
「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
世
界
じ
下
巻
、
九
九
九
頁
参
照
。

（一

�
黶
j
O
「
ロ
昌
畠
＝
御
δ
戸
　
吻
・
卜
Q
α
Q
o
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
」
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説論

（
三
二
）
の
8
言
欝
ω
0
9
筥
・
戸
ま
N
・
邦
訳
四
七
頁
。
な
お
、
尾
高
朝
雄
「
自
由
論
」
、
＝
一
六
i
一
二
七
頁
参
照
。

（
三
三
）
O
『
目
b
巳
貯
δ
戸
N
自
ω
簿
N
N
q
ゆ
刈
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
三
四
）
帥
三
P
ゆ
器
一
・

（
三
五
）
ζ
舞
×
一
国
昌
ゆ
q
①
一
ω
類
①
蒔
ρ
い
ω
●
卜
。
O
ω
1
鱒
。
昏
●

（
三
⊥
ハ
）
一
σ
崔
・
ω
●
b
O
O
ら
●
．

（
三
七
）
ま
冠
．

（
三
八
）
一
げ
乙
●

（
三
九
）
号
置
・

（
四
〇
）
一
豆
α
・

（
四
一
）
国
昌
亀
£
o
冨
島
ρ
ゆ
器
S

（
四
二
）
O
ε
口
巳
ぎ
8
ロ
．
ω
・
霧
卜
。
．

（
四
三
）
〈
o
q
一
・
〉
口
σ
q
ロ
曾
O
o
ヨ
戸
凶
鋤
ユ
竃
碧
×
日
延
寄
出
藍
凶
。
マ
国
昌
o
q
巴
ω
・
い
①
ぴ
。
口
口
巳
≦
o
築
。
●
一
9
の
・
書
髭
・

（
四
四
）
を
。
穿
Φ
」
●
N
O
8

（
四
五
）
0
2
昌
◎
＝
巳
①
ロ
・
ゆ
誤
①
．

（
四
⊥
ハ
）
帥
げ
乙
●
吻
　
N
C
◎
⑩
・

（
四
七
）
一
三
P
吻
b
。
①
ω
・
な
お
、
松
富
弘
志
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
市
民
社
会
」
、
　
「
九
大
法
学
」
第
二
〇
号
、
十
七
頁
参
照
。

（
四
八
）
ま
崔
・
吻
b
。
㎝
①
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
四
九
）
一
三
ら
・
N
鐸
ω
舞
N
N
ロ
ゆ
ト
。
①
ω
．
国
昌
。
《
9
0
℃
似
島
①
●
吻
お
。
。
．
　
な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
移
行
、
変
化
に
お
け
る
関
連
性
の
観
念
に
つ
い

　
　
　
て
は
、
　
「
論
理
学
」
有
無
成
の
論
理
を
基
礎
と
す
る
が
、
な
お
一
三
畠
・
ゆ
㊤
9
　
邦
訳
、
小
論
理
学
、
上
（
岩
波
文
庫
）
、
二
八
九
頁
。
ま

　
　
　
た
、
金
子
武
蔵
「
へ
d
ゲ
ル
の
国
家
観
」
、
四
四
七
頁
参
照
。

（
五
〇
）
ゆ
岩
口
巳
ぎ
冨
戸
吻
ω
卜
。
・

（
五
一
）
ま
乙
●
N
ロ
ω
舞
N
N
ロ
ゆ
ω
N
・

（
五
二
）
ぎ
崔
●
N
二
ω
鋤
旨
N
鶴
ゆ
一
。
。
卜
。
・
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（
五
三
）
ω
鴇
警
。
ヨ
畠
禽
℃
匡
5
ω
o
旭
ゴ
凶
。
・
ω
・
N
ロ
ω
舞
N
N
ロ
ゆ
お
。
。
・

（
五
四
）
O
≡
昌
巳
一
三
〇
昌
●
ゆ
ト
。
α
①
・

（
五
五
）
≦
す
ω
①
ロ
ω
。
冨
官
報
①
『
ピ
。
σ
q
貯
・
ゴ
臼
9
ロ
ω
爬
。
び
・
〈
o
昌
O
・
い
9
。
ω
ω
o
戸
ω
・
起
●
　
武
市
訳
、
八
七
頁
。
　
な
お
、
　
レ
ー
ニ
ン
は
　
「
哲
学
ノ
ー

　
　
　
ト
」
⑳
な
か
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
き
わ
め
て
唯
物
論
的
に
き
こ
え
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
　
（
レ
ー
ニ
ン
全
集
、
三
八
巻
、
九
四
頁
。
）

（
五
六
）
ま
乙
●
ω
・
9
・
武
市
訳
六
二
頁
。

（
五
七
）
ま
岸
Q
D
・
呂
●
全
訳
、
六
ニ
ー
六
三
頁
。

（
五
八
）
団
旨
。
鴇
。
δ
9
象
⑦
・
ゆ
一
り
。
。
．

（
五
九
）
乏
。
美
①
・
一
・
ω
●
N
O
9

（
六
〇
）
一
げ
乙
●
ω
●
卜
。
0
9

（
六
一
）
一
げ
一
畠
．
ω
●
卜
。
8
ー
ト
。
O
①
・

（
六
二
）
一
甑
畠
●
ω
・
8
9
　
国
家
の
材
料
と
は
「
諸
個
人
（
冒
α
貯
置
β
o
昌
）
、
多
数
の
衆
（
竃
①
昌
σ
Q
①
）
」
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
叙
述
す
る
。

　
　
　
　
（
一
げ
一
α
・
　
ω
。
N
O
刈
・
）

（
六
三
）
一
げ
凶
畠
●
ω
・
N
O
①
●

（
六
四
）
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び
乙
・
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n
五
）
一
ぼ
像
●
ω
．
卜
O
O
刈
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
六
六
）
帥
甑
畠
・
ω
・
b
。
O
S
　
オ
イ
ゼ
ル
マ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
こ
の
見
解
に
、
　
マ
ル
ク
ス
の
世
界
観
形
成
に
お
け
る
新
し
い
段
階
の
開
始
と
み

　
　
　
る
。
　
（
目
・
H
・
9
ω
O
【
ヨ
鍾
♪
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富
山
昌
冨
け
O
げ
昌
昌
o
q
畠
O
門
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ω
葺
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。
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ω
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ρ
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ω
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一
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．
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ω
・
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・

（
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ω
・
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8

（
六
九
）
ミ
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蒔
。
．
H
で
は
、
覧
δ
N
巽
三
雲
Φ
謬
．
、
と
表
現
さ
れ
（
q
D
●
卜
。
O
刈
）
、
設
碧
×
1
国
旨
o
Q
①
一
。
，
O
。
墨
ヨ
冨
賃
の
o
q
9
げ
ρ
レ
夏
・
一
・
切
α
・
一
・
で
は
、

　
　
　
”
h
①
N
臼
三
〇
【
①
昌
、
、
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
　
（
ω
．
合
口
・
）
ソ
連
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
訳
、
マ
ル
ク
ス
、
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
一
巻

　
　
　
は
、
こ
れ
を
。
置
①
ご
拶
ξ
　
（
分
離
す
る
）
と
訳
し
て
い
る
。
　
（
ω
・
譜
α
・
）

（
七
〇
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ミ
①
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①
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説論
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①
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》
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⊆
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①
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㎝
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ω
・

（
七
六
）
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。
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ド
ρ
H
●
ω
●
鱒
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（
七
七
）
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
聖
家
族
」
の
中
で
、
　
「
近
代
国
家
は
市
民
社
会
を
自
然
的
基
礎
と
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
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①
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